
人
間
文
化
創
成
科
学
論
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第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

は
じ
め
に

　

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
は
近
世
期
を
通
し
て
九
州
地
方
最
大
の
天
領
で
あ
り
、
九
州
天
領
の
中

核
的
地
位
を
占
め
た) 1

(

。
両
郡
村
々
の
年
貢
米) 2

(

は
通
常
、
江
戸
・
大
坂
に
納
め
ら
れ
た
が
、
享
保
期
以

降
に
は
長
崎
が
主
な
納
入
先
と
な
り
、
約
八
割
強
が
廻
漕
さ
れ
た) 3

(

。
そ
し
て
元
文
年
間
以
降
に
は
長

崎
廻
米
の
過
半
数
を
豊
後
米
が
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
近
世
期
長
崎
で
は
米
穀
の
大
部
分
を
外
部
か
ら
の
供
給
に
依
存
し
、
な
か
で
も
長
崎
廻

米
は
長
崎
の
支
配
体
制
維
持
の
た
め
、
需
要
の
増
加
に
呼
応
す
る
形
で
供
給
量
も
増
加
し
て
い
っ

た
。

　

本
稿
で
は
長
崎
廻
米
の
実
態
を
需
要
側
（
長
崎
市
中
）
か
ら) 4

(
で
は
な
く
、
豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両

郡
の
供
給
側
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
両
郡
で
実
施
さ
れ
た
年
貢
米
の

買
替
納
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
制
度
は
既
に
『
大
分
県
史) 5

(

』
や
日
田
地
方
、
日
田
商
人
に
関
す
る
研

究) 6

(

で
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
構
造
、
実
施
の
背
景
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は

い
な
い
。
以
下
で
は
十
九
世
紀
後
半
を
中
心
に
、
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

日
田
・
玖
珠
両
郡
で
の
買
替
納
の
分
析
を
通
し
て
、
輸
送
面) 7

(

だ
け
で
な
く
、
近
世
中
期
以
降
の
年

貢
米
や
買
替
米
を
め
ぐ
る
両
郡
と
そ
の
周
辺(

特
に
九
州
北
部
）
地
域
の
構
造
の
一
端
を
解
明
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
加
え
て
そ
こ
に
携
わ
っ
た
日
田
商
人
、
そ
し
て
九
州
で
金
融
市
場
の
機
能
を

有
し
た) 8

(

日
田
地
域
の
資
本
や
商
品
流
通
の
実
態
を
解
明
す
る
基
礎
的
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
考
え
る
。

　

以
下
、
第
一
章
で
は
長
崎
廻
米
や
買
替
納
の
概
略
を
示
し
、
第
二
章
で
そ
の
実
態
を
検
討
し
て
い

く
こ
と
に
す
る
。第

一
章　

日
田
・
玖
珠
郡
の
年
貢
米
と
買
替
納

第
一
節　

長
崎
廻
米
と
買
替
納

長
崎
廻
米
は
寛
文
年
間
に
開
始
さ
れ
、
肥
前
高
来
・
彼
杵
郡
か
ら
供
給
さ
れ
た
。
延
宝
年
間
に
天

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米

―

買
替
納
を
中
心
に―

矢＊　

田　

純　

子

草
郡
、
享
保
以
降
に
は
日
田
・
玖
珠
両
郡
や
豊
前
国
、
石
見
国
か
ら
行
わ
れ
た
。
十
九
世
紀
に
は
肥

前
国
松
浦
郡
や
筑
前
国
怡
土
郡
か
ら
も
実
施
さ
れ
、
総
量
は
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
一
万
八
千

石
、
明
和
年
間
に
は
二
万
六
千
石
に
及
ぶ
。
そ
の
後
も
増
加
し
、
幕
末
に
は
約
三
万
石
が
廻
漕
さ
れ

て
い
る) 9

(

。

日
田
・
玖
珠
両
郡
の
長
崎
廻
米
は
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
五
千
石
を
恒
常
的
に
廻
漕
し

始
め
、
元
文
三
年
以
降
五
千
石
が
増
加
さ
れ
、
合
計
一
万
石
と
な
る
。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
長
崎
廻
米
／
豊
後
国
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田
郡･

玖
珠
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／
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州
天
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／
買
替
納
／
買
替
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人

＊
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成
一
八
年
度
生　

国
際
日
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学
専
攻
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【第一図】長崎廻米をめぐる九州諸地域（略図）
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矢
田　

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米

は
一
万
四
千
石
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
以
降
に
一
万
六
千
五
百
石)10

(

、
幕
末
期
に
は
一
万
八
千
石

と
な
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
廻
漕
さ
れ
た)11

(

。

グ
ラ
フ
１
は
長
崎
廻
米
の
総
量
及
び
産
地
の
内
訳
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
そ
の
過
半
数
が
日

田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
年
貢
米
が
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
両
郡
で
は
年
貢
米
納
入
に
際
し

て
買
替
納
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
制
度
に
つ
い
て
『
大
分
県
史
』
近
世
篇)12

(

に
よ
る
と
、
買
替
納
と
は
「
幕
府
領
日
田
の
年
貢
米

（
城
米
）
は
、
直
接
江
戸
・
大
坂
・
長
崎
に
積
み
登
せ
ら
れ
ず
に
廻
米
の
一
部
は
他
領
米
（
豊
前
米
、

中
津
米
、
筑
前
米
、
筑
後
米
、
肥
前
米
、
肥
後
米
な
ど
）
が
買
い
替
え
ら
れ
、
納
め
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
の
米
を
買
替
米
と
い
い
、
そ
の
制
度
を
買
替
納
制
と
呼
」
ぶ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る)13

(

。
ま
た
、
買
替

米
は
銀
で
購
入
さ
れ
、
日
田
商
人
が
世

話
人
（
彼
ら
に
つ
い
て
は
後
述
）
と
し

て
介
在
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
近
世
後
期
の
買
替
納
を
端
的

に
述
べ
た
史
料)14

(

を
見
て
お
く
こ
と
に
す

る
。

一
日
田
・
玖
珠
両
郡
買
替
米
之
儀
、

先
前
ゟ
私
共
請
負
仕
、
右
両
郡
怔

劣
米
請
取
、
代
米
者
筑
後
ニ
而
買

付
、
出
生
米
一
同
長
崎
御
廻
米
ニ

相
成
来
、
私
共
従
来
請
負
渡
世
仕

来
候
（
後
略
）

　

先
の
説
明
と
合
わ
せ
る
と
、
両
郡
の

買
替
米
は
請
負
渡
世
の
者)15

(

が
村
々
の
「
怔

劣
米
」
を
受
け
取
り
、
そ
の
「
代
米
」

を
筑
後
で
購
入
し
長
崎
廻
米
と
す
る
。

そ
し
て
両
郡
産
出
の
米
（
出
生
米
）
も

同
じ
く
長
崎
へ
納
入
し
、
両
者
と
も
最

終
的
に
長
崎
へ
集
約
さ
れ
る
点
が
判
明

す
る
。

　

買
替
納
は
日
田
・
玖
珠
両
郡
に
隣
接

す
る
下
毛
郡
で
も
確
認
で
き
、
さ
ら
に

豊
後
国
以
外
の
他
の
地
域
で
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
は
石
見
国
の
長

崎
廻
米
の
一
部
が
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
は
天
草
米
が
肥
後
米
に
、
い
ず
れ
も
不
作
を
理
由

と
し
て
買
い
替
え
ら
れ
て
い
る)16

(

。
一
方
、
日
田
・
玖
珠
両
郡
の
場
合
は
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。第

二
節　

買
替
納
の
背
景
と
そ
の
手
続
き

玖
珠
郡
村
々
の
買
替
納
の
背
景
に
関
し
て
、
長
崎
側
の
史
料
に
よ
る
と)17

(

「
豊
後
国
玖
珠
郡
三
拾

弐
ヶ
村
御
物
成
米
之
内
（
中
略
）
右
村
々
ゟ
川
岸
場
迄
附
出
難
儀
ニ
付
、
右
石
数
之
内
以
来
筑
前
・

筑
後
両
国
米
之
内
を
以
買
替
納
候
筈
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）

十
月
に
年
貢
米
に
つ
い
て
の
幕
府
の
勘
定
所
廻
米
方
か
ら
高
木
作
右
衛
門
へ
の
申
渡
の
一
部
で
、
玖

珠
郡
の
三
二
村
は
河
岸
場
ま
で
の
附
出
が
困
難
な
た
め
、
両
筑
米
で
買
い
替
え
、
納
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
日
田
郡
で
は
「
山
中
海
辺
遠
之
所
柄
ニ
而
、
御
高
ゟ
人
別
多
且
田
畑
共
高
免
多
、
御
米
者

買
替
納
不
奉
願
而
者
、
下
方
夫
食
等
年
々
不
足)18

(

」
す
る
こ
と
や
、「
豊
後
国
之
儀
例
年
米
払
底
ニ
而

長
崎
御
廻
米
高
及
不
足
」
の
た
め)19

(

買
替
米
を
購
入
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
、
産
米
の
不
足
が
そ
の
背
景

に
あ
る
と
窺
え
る
が
、
明
確
な
事
情
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

次
に
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
幕
府
や
長
崎
で
の
手
続
き)20

(

を
み
る
と
、
日
田
郡
は
そ
の
年
の
作

柄
に
よ
り
「
精
米
屋
相
揃)21

(

」
時
に
買
替
納
が
行
わ
れ
、
願
い
出
る
両
筑
米
の
買
替
石
数
は
年
ご
と
に

決
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
長
崎
で
買
替
納
の
了
解
を
得
て
、
日
田
の
役
人
を
長
崎
へ
派
遣
し
、
そ
の

事
務
を
行
っ
て
い
た
。

玖
珠
郡
で
は
七
百
石
を
上
限
に
、
年
に
よ
り
買
い
替
え
を
願
い
出
て
、
両
筑
米
を
購
入
す
る
取
り

決
め
が
あ
る
た
め
、
手
続
き
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
米
を
納
め
て
仮
納
札
を
取
り
置
い
た
後
、
石
数

を
幕
府
へ
伺
い
、
指
示
が
あ
り
次
第
長
崎
へ
役
人
を
派
遣
し
、
日
田
・
玖
珠
両
郡
の
清
納
札
と
引
き

替
え
て
い
た
。

　

さ
ら
に
買
替
分
輸
送
費
用
で
は
、
日
田
郡
は
買
替
納
を
「
村
々
勝
手
を
以
相
願
」
い
出
る
た
め
五

里
外
駄
賃
の
支
給
は
な
く
、
川
下
賃
は
支
給
さ
れ
た
。
玖
珠
郡
で
は
川
下
賃
は
不
明
で
あ
る
が
、
五

里
外
駄
賃
は
浅
岡
彦
四
郎
支
配
の
時
に
伺
い
済
み
で
あ
る
た
め
、
支
給
さ
れ
て
い
る)22

(

。

　

両
郡
で
は
そ
れ
ぞ
れ
地
理
的
な
事
情
か
ら
買
替
納
が
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
勘
定
所
へ
の
伺
い
済

み
か
否
か
と
い
う
点
で
、
手
続
き
や
買
替
石
数
の
決
定
、
輸
送
費
用
支
給
を
め
ぐ
り
異
な
る
扱
い
が

な
さ
れ
て
い
た
。

８―２

【グラフ1】長崎廻米の総量と内訳
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

第
三
節　

村
々
の
年
貢
米
納
入

買
替
納
で
は
、
村
は
買
い
替
え
ら
れ
る
米
と
買
い
替
え
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
長
崎
へ
直
接
廻
漕

さ
れ
る
米
と
を
納
め
、
そ
れ
ら
の
総
量
が
割
り
付
け
ら
れ
る
年
貢
米
の
量
に
相
当
し
た
。
以
下
、
万

延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
日
田
郡
寺
内
村)23

(

を
例
に
、
村
が
年
貢
米
を
納
め
る
段
階
を
代
米
と
長
崎
直

送
米
に
分
け
て
検
討
し
て
い
く
。

　

ま
ず
代
米
納
入
の
例
で
は
、
十
月
の
日
田
会
所
か
ら
日
田
郡
村
々
御
役
頭
へ
の
廻
状
の
控)24

(

に
、「
一

米
拾
五
石
五
斗　

寺
内
村　

右
は
当
申
御
年
貢
長
崎
御
廻
米
之
内
、
買
替
納
相
願
候
間
、
御
村
々
共

出
石
之
内
買
替
米
割
賦
候
間
、
定
例
之
通
両
町
請
負
人
方
へ
代
米
御
附
出
可
被
成
候
」
と
、
長
崎
廻

米
の
中
で
、
買
替
納
を
願
い
出
、
村
々
が
納
入
す
る
米
の
う
ち
、
買
替
米
は
寺
内
村
に
は
十
五
石
五

斗
が
割
り
付
け
ら
れ
、「
代
米
」
は
両
町
（
隈
町
・
豆
田
町
）
請
負
人
へ
附
け
出
す
よ
う
申
渡
さ
れ

て
い
る
。「
代
米
」
は
、
①
買
い
替
え
ら
れ
た
米
、
②
買
い
替
え
ら
れ
る
米
が
考
え
ら
れ
る
が
、
②

の
「
怔
劣
米
」
を
指
す
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
代
米
」
に
は
納
入
時
期
に
応
じ
て

増
米
が
あ
り
、
別
の
廻
状
で
通
知
さ
れ
て
い
る)25

(

。
こ
れ
ら
は
村
の
惣
代
が
買
替
石
数
の
相
談
を
行

い)26

(

、
日
田
会
所
が
そ
の
石
数
を
十
月
後
半
に
各
村
々
に
割
り
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
村
は

隈
町
・
豆
田
町
の
買
替
米
請
負
人
に
納
入
し
た
。
同
年
の
寺
内
村
の
買
替
石
数
は
最
終
的
に
当
初
よ

り
も
多
い
十
七
石
五
斗
で
あ
っ
た)27

(

。

　

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
史
料
で
は
、
日
田
役
所
か
ら
買
替
納
の
石
数
を
願
い
出
る
際
の
注
意

事
項
が
村
々
へ
申
渡
さ
れ)28

(

、
ま
た
、
同
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
「
買
替
納
書
面
之
通
割
賦
相
触

候)29

(

」
と
日
田
会
所
か
ら
村
へ
買
替
石
数
の
割
当
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
買
替
米
の
願
書
は
村
々
が
日
田
役
所
へ
提
出
し
、
日
田
会
所
か
ら
買
替
米
の
石
数
を

通
知
し
て
い
た
こ
と
、
村
々
は
「
代
米
」
を
買
替
米
請
負
人
へ
納
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

続
い
て
、
長
崎
へ
直
接
廻
漕
す
る
米
の
納
入
を
見
る
と
、
寺
内
村
は
買
替
米
の
割
当
と
は
別
に

六
五
石
二
升
五
合
の
年
貢
米
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る)30

(

。

　
　

一
米
六
拾
五
石
二
升
五
合 

寺
内
村

　
　
　
　

内
米
拾
四
石
四
斗 

夫
食

　
　
　
　
　

米
五
十
石
六
斗
二
升
五
合 

長
崎

（
中
略
）
右
は
其
村
々
当
申
御
年
貢
長
崎
御
廻
米
、
書
面
之
通
先
般
申
渡
置
候
通
、
米
怔
相
撰

拵
方
縄
俵
共
格
別
入
念
欠
米
差
加
、
早
々
津
出
可
致
候
、（
後
略
）

　

史
料
で
は
五
十
石
六
斗
二
升
五
合
が
長
崎
廻
米
で
あ
り
、
米
の
品
質
選
び
や
俵
拵
え
な
ど
注
意
事

項
が
記
さ
れ
、
早
目
に
津
出
し
を
す
る
よ
う
、
十
一
月
に
日
田
役
所
か
ら
達
し
が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
二
月
二
五
日
の
四
十
日
間
に
年
貢
米
を
中
城
河
岸
の
蔵
へ
皆
納
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た)31

(

。

　

年
貢
米
の
内
、
直
接
長
崎
へ
廻
漕
す
る
分
は
役
所
か
ら
村
々
へ
割
付
が
行
わ
れ
、
村
々
は
関
河
岸

や
中
城
河
岸
に
あ
る
蔵
へ
納
め
た
。
一
方
で
、
買
替
米
に
関
し
て
は
役
所
へ
願
書
が
出
さ
れ
、
石
数

の
割
付
は
会
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
村
が
納
め
る
年
貢
米
は
買
替
分
、
長
崎
直
送
分
の

石
数
の
割
付
（
役
所
、
会
所
経
由
）
と
そ
の
納
入
先
が
異
な
り
、
村
々
は
そ
れ
ぞ
れ
を
明
確
に
区
別

し
て
い
た
。

第
四
節　

買
替
石
数

『
大
分
県
史
』
に
は
買
替
米
の
数
値
が
示
さ
れ)32

(

、
十
九
世
紀
初
め
頃
（
文
化
四
年
以
降
）
の
玖
珠

郡
で
は
年
貢
米
六
千
五
百
石
の
内
三
百
石
が
、
ま
た
日
田
・
玖
珠
両
郡
で
は
一
万
六
千
五
百
石
の
内

千
四
百
石
が
買
替
米
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
玖
珠
郡
で
は
三
〇
一
石
余
、

翌
年
は
五
百
石
、
さ
ら
に
同
七
年
（
一
八
五
四
）
に
は
三
千
石
、
日
田
郡
は
四
千
五
百
石
と
な
っ

て
い
る
。
嘉
永
七
年
に
お
い
て
は
両
郡
の
年
貢
米
の
約
四
五
％
を
買
替
米
が
占
め
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

日
田
郡
各
村
の
年
貢
皆
済
目
録
に
は
長
崎
廻
米
の
買
替
米
の
数
量
は
見
ら
れ
な
い
が)33

(

、
慶
応
元
年

（
一
八
六
六
）
中
城
河
岸
詰
庄
屋
小
竹
村
健
蔵
他
五
名
か
ら
台
村
庄
屋
欽
作
宛
の
「
覚)34

(

」
に
よ
る
と
、

　

一
米
壱
石
九
斗
六
升
五
合
二
勺　

日
田
郡
台
村

　
　

内
米
壱
石
九
斗
四
升
六
合
二
勺 

本
米

　
　
　

米
壱
升
九
合 

欠
米

　
　
　

外
本
欠
米
四
石
五
斗
四
升
五
合　

買
替
納
丸
屋
幸
右
衛
門
預
リ
書
壱
枚

と
記
さ
れ
て
い
る
。
台
村
は
中
城
河
岸
の
蔵
へ
は
欠
米
も
含
め
一
石
九
斗
六
升
五
合
二
勺
を
納
め
、

こ
の
他
に
買
替
納
と
し
て
四
石
五
斗
四
升
五
合
は
丸
屋
幸
右
衛
門
か
ら
預
証
書
を
受
け
取
り
、
合
計

は
六
石
五
斗
一
升
二
勺
に
達
す
る
。

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
七
）
作
成
の
同
村
の
年
貢
皆
済
目
録
に
よ
る
と
、
慶
応
元
年
は
六
石
九
斗
四

升
六
合
二
勺
を
納
め
、
六
石
四
斗
四
升
六
合
二
勺
は
長
崎
廻
米
、
残
り
五
斗
は
小
倉
御
用
意
米
で
あ

り
、
小
倉
へ
は
別
の
蔵
へ
納
入
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
先
の
覚
で
そ
れ
ぞ
れ
の
納
入
先
が
明
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
長
崎
へ
直
接
廻
漕
さ
れ
る
年
貢
米
は
蔵
所
へ
納
め
、
買
替
納
の
分
は
買
替
米
請
負
人

（
丸
屋
〈
千
原
〉
幸
右
衛
門
）
に
納
入
し
、
そ
の
段
階
で
村
々
は
年
貢
米
皆
済
と
な
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
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矢
田　

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米

第
二
章　

買
替
米
の
調
達

第
一
節　

買
替
米
請
負
人

買
替
納
で
は
請
負
人
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
村
々
か
ら
買
替
納
を
請
け
負
い
、
各
村

か
ら
「
代
米
」
を
受
け
取
り
、
買
替
米
の
調
達
を
行
う
こ
と
を
主
な
役
目
と
し
た
。
は
じ
め
中
津
の

請
負
人
が
日
田
郡
の
農
民
か
ら
買
替
銀
を
受
け
取
り
、
中
津
米
・
豊
前
米
を
買
い
、
江
戸
・
大
坂
・

長
崎
に
輸
送
し
た
が
、
先
物
買
い
の
た
め
に
買
替
米
未
納
も
多
く
発
生
し
後
退
し
、
代
わ
っ
て
日
田

の
請
負
人
が
次
第
に
独
占
し
た)35

(

。
日
田
の
町
方
の
豆
田
・
隈
町
に
は
請
負
人
を
務
め
る
商
人
が
お
り
、

山
田
作
兵
衛
（
隈
町
）、
千
原
幸
右
衛
門
（
豆
田
町
）
な
ど
商
人
ら
が
買
替
米
請
負
人
と
し
て
務
め

て
い
た)36

(

。
ま
た
、
明
治
初
期
に
は
日
田
商
人
が
務
め
る
町
方
請
負
人
と
村
人
が
務
め
る
郡
方
請
負
人

が
確
認
で
き
る)37

(

。

　

楠
本
美
智
子
氏
の
研
究)38

(

に
よ
る
と
、
豆
田
町
の
千
原
家
は
慶
長
年
間
に
日
田
郡
城
内
村
に
移
り
、

農
業
の
傍
ら
醤
油
や
油
な
ど
の
醸
造
販
売
を
行
い
、
さ
ら
に
味
噌
や
酒
の
醸
造
、
庶
民
へ
の
貸
付
、

家
屋
の
賃
貸
な
ど
も
行
い
有
力
な
商
人
へ
と
成
長
す
る
。
森
・
島
原
藩
の
御
用
達
を
務
め
、
寛
政
五

年
（
一
七
九
三
）
に
掛
屋
と
な
る
。
嘉
永
七
年
に
小
倉
藩
御
用
達
を
引
き
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
買

替
米
請
負
人
に
つ
い
て
、「
買
替
請
負
役
」
は
掛
屋
に
附
属
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
譲
渡
・

貸
与
が
で
き
る
株
の
形
態
で
、
千
原
家
は
数
株
を
所
有
し
、
他
家
へ
貸
与
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、

広
瀬
家
は
買
替
米
請
負
役
が
な
く
、
広
瀬
三
右
衛
門
が
千
原
家
か
ら
株
を
貸
与
さ
れ
て
い
た
と
指
摘

さ
れ
る)39

(

。

　

と
こ
ろ
で
、
玖
珠
郡
は
寛
政
年
間
に
勘
定
所
の
了
承
を
得
て
い
る
が
、
両
郡
で
の
実
質
的
な
買
替

納
の
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
当
初
は
中
津
の
請
負
人
が
存
在
し
て
お
り
、

長
崎
廻
米
の
開
始
時
か
ら
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
日
田
商
人
が
請
負
人
と
な
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
元
禄
中
期
以
降
、
日
田
商
人
の
経
済
活
動
が
活
発
化
し
、
岡
田
代
官
時
代
（
享
保

十
九―

宝
暦
七
年
）
に
千
原
家
や
森
家
ら
の
大
商
人
が
掛
屋
に
任
命
さ
れ
、
御
物
成
上
納
銀
上
納
銀

改
役
、
御
廻
米
取
扱
を
務
め
る
。
こ
の
時
期
、
日
田
商
人
は
代
官
権
力
と
結
び
つ
き
、
特
権
商
人
と

し
て
発
展
す
る
基
礎
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
宝
暦
か
ら
寛
政
年
間
の
揖
斐
郡
代
時
代
（
明
和
三

年
ま
で
は
代
官
）
に
も
継
続
し
、
日
田
商
人
は
特
権
的
な
掛
屋
商
人
の
性
格
を
強
め
る)40

(

。
掛
屋
の
一

部
、
千
原
や
森
な
ど
大
商
人
が
請
負
人
も
兼
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
官
・
郡
代
と
の
関
係
が
強
固

と
な
る
十
八
世
紀
中
頃
は
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
加
え
て
長
崎
廻
米
が
開
始
さ
れ
る
享

保
年
間
、
廻
漕
量
が
倍
増
し
、
筑
後
川
を
経
由
し
て
輸
送
が
行
わ
れ
た
元
文
年
間
は
、
年
貢
米
の
買

替
納
の
体
制
が
構
築
さ
れ
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

買
替
米
の
購
入

こ
こ
で
は
買
替
米
の
購
入
段
階
を
検
討
し
て
い
く
。

　

買
替
米
の
購
入
に
先
だ
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
村
々
の
「
怔
劣
米
」
を
受
け
取
っ
た
後
の
買
替
米

請
負
人
の
動
向
で
あ
る)41

(

。
彼
ら
は
代
米
の
販
売
な
ど
で
換
金
し
、
そ
れ
を
も
と
に
買
替
米
購
入
の
必

要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
日
田
郡
の
年
貢
銀
の
納
入
を
見
る
と
、
諸
産
物
（
楮
、
苧
、
煙

草
、
葛
、
竹
皮
、
諸
紙
類
）
を
近
国
へ
売
り
捌
い
て
代
銀
を
受
け
取
り
、
豆
田
・
隈
の
両
町
が
そ
の

商
品
販
売
を
引
き
受
け
て
い
る)42

(

。
こ
の
点
か
ら
商
品
の
販
売
ル
ー
ト
を
持
つ
日
田
商
人
で
も
あ
る
買

替
米
請
負
人
が
商
品
と
し
て
代
米
を
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
田
郡
の
山
間

部
の
農
村
で
は
飯
米
不
足
の
た
め
、
両
町
商
人
が
近
隣
の
郡
や
他
領
か
ら
買
い
入
れ
た
米
を
購
入
し

た
と
さ
れ)43

(

、
請
負
人
は
他
領
で
の
購
入
米
と
、
そ
れ
よ
り
も
運
送
経
費
が
抑
え
ら
れ
る
代
米
を
併
せ

て
村
々
に
販
売
し
た
可
能
性
は
高
い
。
た
だ
し
、
代
米
販
売
は
現
段
階
で
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

買
替
米
請
負
人
は
買
替
米
と
し
て
周
辺
諸
藩
の
払
米
を
購
入
し
た
。
天
保
七―

八
年
の
例
で
は)44

(

、

七
五
七
五
石
の
う
ち
、
筑
後
国
で
の
購
入
が
最
も
多
く
、
筑
前
、
肥
後
、
肥
前
と
続
く
。
筑
後
国
で

も
久
留
米
藩
か
ら
が
最
多
で
、
三
千
六
百
石
余
が
買
替
米
請
負
人
に
よ
っ
て
同
藩
の
大
庄
屋
と
の
相

対
で
買
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
は
、
筑
後
米
が
最
も
多
く
一
万
四
千
俵
余
、
柳
川
米
、
肥
後
米
が

約
三
千
俵
、
そ
し
て
筑
前
米
と
続
く)45

(

。
加
え
て
、
対
馬
藩
田
代
領
の
米
五
千
俵
が
購
入
さ
れ
た)46

(

。
他

の
年
度
で
も
筑
後
米
が
比
較
的
多
く
購
入
さ
れ
、
買
替
米
の
購
入
先
と
し
て
久
留
米
藩
が
大
き
な
比

重
を
占
め
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
久
留
米
藩
は
長
崎
廻
米
の
輸
送
を
担
い
、
そ
こ
に
は
長
崎
御
廻
米
請
負
人
と
呼
ば
れ

る
、
久
留
米
藩
の
米
穀
問
屋
の
存
在
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
職
分
の
一
部
に
は
年
貢
の
一
部
買
替
納
が

挙
げ
ら
れ
、
買
替
米
請
負
人
か
ら
廻
米
（
輸
送
）
請
負
人
へ
の
証
文
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る)47

(

。

　

さ
て
、
買
替
米
は
購
入
後
、
購
入
し
た
領
内
の
村
々
に
預
け
置
か
れ
た
。
千
原
幸
右
衛
門
と
山
田

作
兵
衛
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
四
月
に
田
代
領
の
肥
前
国
基
肄
郡
村
々
か
ら
蔵
米
を
購
入
し
て

い
る
。
千
原
の
日
記
に
は
そ
の
際
の
米
売
渡
証
文
と
米
預
り
極
書
の
写
し
が
残
さ
れ)48

(

、
そ
れ
に
よ
る

と
、
千
原
と
山
田
は
田
代
に
て
一
万
二
千
九
百
俵
を
購
入
し
、
一
年
に
つ
き
四
千
三
百
俵
ず
つ
三
年

間
、
毎
年
十
一
月
一
五
日
を
期
限
に
水
屋
浜
で
の
引
き
渡
し
を
取
り
決
め
て
い
る
。
こ
の
買
替
米
の

購
入
代
金
は
「
当
領
水
屋
浜
蔵
渡
時
相
場
を
以
て
」
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
、
金

８―４



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

四
千
両
を
支
払
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
四
月
に
も
買
替
米
請
負
人
の
千
原
と
山
田
は
田
代
領
で

一
万
五
千
俵
を
一
年
に
五
千
俵
ず
つ
計
三
年
間
、
同
五
年
と
同
様
に
期
限
を
設
け
て
水
屋
浜
で
受
け

取
る
こ
と
を
取
り
決
め
た)49

(

。
購
入
さ
れ
た
米
は
、
そ
の
領
内
の
村
々
の
庄
屋
へ
預
け
置
か
れ
て
い

た)50

(

。

　

買
替
米
の
調
達
に
関
し
て
買
替
米
請
負
人
と
交
わ
さ
れ
た
証
文
や
手
形
を
見
る
と
、
買
替
米
請
負

人
は
肥
前
、
筑
前
、
筑
後
米
な
ど
を
購
入
し
、
取
引
相
手
は
村
の
庄
屋
、
穀
物
問
屋
や
商
人
、
時
に

は
同
じ
く
買
替
米
請
負
人
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
取
引
相
手
と
受
取
の
日
を
決
定
す
る
と
、
日
田
役

所
へ
相
手
方
の
役
場
と
米
の
積
立
に
支
障
が
な
い
よ
う
交
渉
す
る
旨
を
願
い
出
て
い
る)51

(

。
日
田
役
所

の
後
ろ
盾
を
背
景
に
買
替
米
調
達
が
行
わ
れ
て
い
た
点
が
窺
え
る
。
ま
た
購
入
量
は
、
数
十
俵
か
ら

数
千
俵
ま
で
幅
が
あ
り
、
数
年
分
ま
と
め
て
購
入
す
る
場
合
も
見
ら
れ
た
。
村
が
附
け
出
す
場
所
は

関
蔵
所
、
水
屋
浜
、
瀬
下
浜
、
長
渕
浜
な
ど
各
藩
の
米
津
出
地
で
も
あ
る
輸
送
に
便
利
な
川
の
流
域

に
設
定
さ
れ
、
双
方
の
米
穀
輸
送
の
利
便
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

第
三
節　

買
替
米
の
購
入
先
と
買
替
米
請
負
人

買
替
米
の
購
入
先
で
あ
る
諸
藩
払
米
相
場
が
、
請
負
人
に
は
買
替
米
調
達
経
費
の
観
点
か
ら
重
大

な
関
心
事
項
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
加
え
て
、
諸
藩
の
金
銀
両
替
相
場
も
同
様
に
経
費

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り)52

(

、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
場
か
ら
生
じ
る
差
額
か
ら
収
益
を
得
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

　

彼
ら
の
買
替
米
の
購
入
地
域
設
定
を
み
る
と
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
の
史
料
に
は
以
下
の
通

り
に
あ
る)53

(

。

（
前
略
）
日
田
・
玖
珠
両
郡
御
年
貢
長
崎
御
廻
米
之
内
買
替
納
之
儀
、
是
迄
年
々
郡
方
ゟ
両
筑

米
之
内
ヲ
以
石
数
御
願
上
来
候
処
、
右
両
国
ニ
限
候
而
ハ
先
方
も
其
心
得
を
以
米
価
高
直
之
上

近
年
者
欠
減
等
相
立
郡
方
始
私
共
迄
不
為
之
筋
ニ
御
座
候
間
、
当
年
之
儀
者
先
達
ゟ
郡
方
対
談

之
上
為
試
両
筑
米
并
肥
前
佐
賀
右
之
三
ヶ
国
大
坂
御
為
登
米
之
内
ヲ
以
買
替
納
仕
度
（
後
略
）

こ
れ
は
買
替
米
請
負
人
惣
代
の
竹
田
村
庄
屋
伊
助
と
豆
田
町
の
千
原
幸
右
衛
門
と
草
野
忠
右
衛
門

か
ら
日
田
御
役
所
へ
の
願
書
で
あ
る
。
買
替
米
と
し
て
両
筑
米
を
村
々
か
ら
願
い
出
て
い
る
が
、
両

筑
で
は
「
心
得
を
以
」
て
米
を
高
値
で
売
り
、
ま
た
近
年
で
は
欠
米
も
あ
る
状
況
で
、
私
と
も
「
不

為
之
筋
」
で
あ
る
と
、
両
筑
米
に
限
っ
て
き
た
弊
害
を
述
べ
、
肥
前
佐
賀
で
買
替
米
を
購
入
し
た
い

旨
を
願
い
出
て
い
る
。
買
替
米
の
価
格
、
そ
し
て
米
の
品
質
と
舛
入
を
考
慮
し
て
、
購
入
地
域
が
設

定
さ
れ
、
役
所
に
願
い
出
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
買
替
米
請
負
人
に
は
特
定
の
藩
と
の
結
び
つ
き
を
も
つ
者
も
存
在
し
た)54

(

。

一
日
田
・
玖
珠
両
郡
買
替
米
之
儀
（
中
略
）
近
年
京
屋
作
兵
衛
義
久
留
米
表
江
月
々
調
達
金
仕
、

年
々
筑
後
御
払
米
同
人
一
手
ニ
引
請
候
ニ
付
、
私
共
分
已
然
之
通
筑
後
米
直
買
付
出
来
不
仕
、

無
拠
作
兵
衛
引
請
来
之
内
買
請
上
納
仕
来
候
、（
中
略
）
同
人
義
近
年
筑
後
米
一
手
ニ
引
請
、

已
来
私
共
江
者
高
直
ニ
売
渡
、
同
人
手
許
ニ
者
大
坂
平
均
直
段
運
賃
引
之
安
直
段
ニ
而
引
請
候

由
ニ
付
、
年
々
過
分
之
利
益
有
之
、
当
時
之
身
代
ニ
相
成
居
候
（
後
略
）

　

こ
の
史
料
は
「
酉
十
月
」
と
の
み
記
さ
れ
、
作
成
者
、
宛
先
は
不
明
で
あ
る
。
内
容
は
久
留
米
藩

払
米
を
引
き
受
け
て
い
る
京
屋
作
兵
衛
が
「
私
共
」
と
の
買
替
米
を
め
ぐ
る
不
和
が
論
点
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
京
屋
作
兵
衛
以
外
の
買
替
米
請
負
人
が
日
田
役
所
宛
に
作
成
し
た
案
文
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ま
ず
京
屋
が
久
留
米
藩
に
毎
月
調
達
金
を
上
納
し
、
払
米
を
「
一
手
ニ
引
請
」
て
い
た
点
が
注
目

で
き
る
。
日
田
商
人
の
中
に
は
掛
屋
と
し
て
公
金
を
取
り
扱
い
高
利
貸
を
行
う
者
、
各
藩
の
御
用
達

を
務
め
る
者
が
お
り
、
そ
こ
か
ら
払
米
の
扱
い
に
関
し
て
特
定
の
商
人
に
よ
る
独
占
が
起
こ
り
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
私
共
」
と
京
屋
と
い
う
久
留
米
藩
払
米
購
入
を
め
ぐ
る
論
争
が
注
目
さ
れ
る
。「
私
共
」

は
以
前
に
は
直
に
同
藩
払
米
を
購
入
し
て
い
た
が
、
京
屋
が
調
達
金
を
毎
月
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
は
彼
を
介
し
て
入
手
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
京
屋
自
身
は
手
元
に
大
坂
平
均
値
段
か
ら
運
賃

を
引
い
た
値
段
で
同
藩
払
米
を
引
き
受
け
る
一
方
で
、「
私
共
」
に
払
米
を
高
値
で
売
り
渡
し
、
こ

の
点
に
「
私
共
」
の
不
満
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
京
屋
と
対
抗
す
る
勢
力
の
構
図
は
買
替
米
請

負
人
の
共
同
組
織
の
存
在
を
暗
示
さ
せ
る
。
た
だ
、
史
料
の
軋
轢
の
背
景
が
京
屋
の
個
人
的
な
性
格

に
よ
る
の
か
、
他
の
請
負
人
に
も
共
通
点
が
あ
る
の
か
は
現
段
階
で
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
請
負

人
の
あ
り
方
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

時
に
買
替
米
購
入
で
は
、
諸
藩
の
払
米
相
場
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
史
料
の
よ
う
な
交
渉
も
行
わ
れ

て
い
た)55

(

。
豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
長
崎
御
廻
米
之
内
、
買
替
納
御
米
之
儀
者
筑
後
・
筑
前
・
肥
前
国
ニ

而
買
替
可
仕
筈
ニ
有
之
、
就
中
御
国
方
様
方
ニ
而
過
半
積
立
来
候
処
、
近
年
米
価
高
直
ニ
相
成

故
、
買
替
引
受
人
共
年
々
損
失
不
少
候
ニ
付
、
昨
酉
年
ゟ
肥
前
国
相
除
ケ
肥
後
国
ヲ
相
加
へ
、

筑
後
・
筑
前
・
肥
後
国
ニ
而
積
立
方
願
之
通
御
下
知
相
済
、（
中
略
）
万
一
願
之
通
被
仰
付
候

而
者
長
崎
御
廻
米
之
義
ニ
付
後
年
何
等
之
差
支
ニ
可
相
成
義
相
成
可
申
も
難
斗
、
於
私
而
者
甚

ダ
心
痛
罷
在
候
、
依
而
者
容
易
ニ
難
申
上
御
義
御
座
候
へ
共
、
御
国
方
様
御
払
米
之
内
凡
壱
万

俵
丈
右
肥
後
米
之
相
場
直
段
ヲ
以
御
払
米
被
仰
付
御
義
者
相
成
間
敷
、
左
候
ハ
ヽ
買
替
引
受
人

８―５



矢
田　

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米

ニ
お
い
て
者
何
レ
江
相
願
候
茂
同
様
之
義
尓
肥
後
表
へ
願
立
者
見
合
セ
可
申
、
可
相
成
者
長
崎

御
廻
米
之
義
者
永
年
御
国
方
様
御
一
手
ニ
而
御
面
倒
之
義
無
之
様
仕
度
奉
存
候
（
後
略
）

こ
れ
は
久
留
米
藩
払
米
価
格
に
関
す
る
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
四
月
に
豆
田
町
年
寄
三
松
寛

右
衛
門
か
ら
久
留
米
藩
御
郡
方
へ
の
内
意
伺
い
の
控
の
一
部
で
あ
る
。

　

買
替
米
購
入
に
つ
い
て
他
藩
（
熊
本
藩
）
の
事
情
（
熊
本
藩
御
用
達
日
隈
彦
三
郎
に
よ
る
同
藩
へ

払
米
値
段
の
願
い
出
）
を
説
明
し
、
長
崎
廻
米
に
関
し
て
久
留
米
藩
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
危
惧

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
買
替
米
請
負
人
の
払
米
を
め
ぐ
る
動
き
を
見
越
し
て
、
久
留
米
藩
に
、
払
米

の
内
約
一
万
俵
だ
け
は
肥
後
米
の
相
場
で
払
い
下
げ
を
具
体
的
に
言
上
し
て
い
る
。

　

文
久
元
年
（
一
八
六
七
）
大
坂
の
肥
後
米
値
段
は
一
一
六―

二
一
〇
匁
で
あ
り)56

(

、
冬
三
ヶ
月
値
段

は
十
月
一
三
一
匁
二
分
、
十
一
月
一
一
六
匁
、
十
二
月
一
三
〇
匁)57

(

、
平
均
は
一
二
五
匁
四
分
四
厘
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
運
賃
を
差
し
引
い
た
値
段
が
熊
本
藩
払
米
価
格
と
な
り
、
熊
本
の
地
元
相
場
よ
り

も
安
価
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
一
件
の
結
末
は
未
詳
で
あ
る
が
、
日
隈
が
熊
本
藩
に
、
三
松
が
久
留
米
藩
に
掛
け
合
い
、
藩

に
払
米
価
格
の
競
合
を
促
し
、
買
替
米
請
負
人
が
買
替
米
を
安
く
調
達
で
き
る
よ
う
諸
藩
に
働
き
か

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

購
入
先
の
諸
藩
に
と
っ
て
、
払
米
価
格
は
換
金
を
効
率
的
に
行
う
上
で
重
要
で
あ
り
、
地
元
で
の

払
米
販
売
は
他
藩
の
動
向
や
買
替
米
請
負
人
の
動
向
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
買
替
納
の
大
枠
と
そ
の
流
れ
を
寺
内
村
の
例
か
ら
検
討
し
、
買
替
納
に
伴
う
米
と
金
の
動

き
を
ま
と
め
る
と
第
二
図
の
通
り
と
な
る
。
両
郡
か
ら
の
年
貢
米
は
一
部
は
そ
の
ま
ま
長
崎
へ
、
残

り
は
買
替
米
請
負
人
の
手
を
経
て
、
周
辺
諸
藩
の
米
に
買
い
替
え
ら
れ
、
最
終
的
に
は
長
崎
へ
納
入

さ
れ
た
。
こ
れ
が
豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
に
お
け
る
買
替
納
で
あ
り
、
長
崎
廻
米
の
実
態
で
あ
る
。

　

両
郡
で
の
買
替
納
は
、
長
崎
廻
米
を
め
ぐ
っ
て
九
州
の
天
領
（
日
田
・
玖
珠―

長
崎
）
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
そ
の
周
辺
地
域
の
北
部
九
州
を
含
ん
だ
米
穀
流
通
を
も
た
ら
し
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ

る
。
年
貢
米
が
最
終
目
的
地
（
長
崎
）
に
廻
漕
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
一
部
は
買
替
米
請
負
人
を
通

し
て
米
の
売
買
が
行
わ
れ
、
長
崎
へ
納
入
さ
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

日
田
商
人
で
あ
る
買
替
米
請
負
人
が
体
制
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
い
、
彼
ら
は
買
替
米
に
関
係

し
た
北
部
九
州
諸
藩
の
米
穀
流
通
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
従
来
、
九

州
地
方
の
金
融
市
場
で
あ
っ
た
日
田
地
域
、
大
名
貸
な
ど
金
融
関
係
や
商
品
流
通
で
論
じ
ら
れ
て
き

た
日
田
商
人
の
側
面
と
し
て
大
い
に
注
目

で
き
、
本
稿
は
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
基

礎
的
作
業
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
と
い
え

る
。

　

買
替
米
請
負
人
の
実
態
を
、
彼
ら
の
存

在
形
態
（
株
の
所
有
）
に
即
し
て
明
示
で

き
な
か
っ
た
が
、
最
後
に
今
後
の
課
題
と

し
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

第
一
に
買
替
納
の
実
態
と
し
て
買
替
米

請
負
人
の
役
割
を
示
し
た
が
、
史
料
的
な

制
約
か
ら
、
具
体
的
な
数
値
、
例
え
ば
買

替
米
調
達
の
た
め
の
資
金
な
ど
提
示
で
き

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
買
替
米
の
調
達
資
金

の
貸
付
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら)58

(

、
買
替

米
請
負
人
が
一
部
の
資
金
を
運
用
し
て
い

た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
買
替
米
請
負
人
と
購
入
先
諸
藩
と

の
関
係
で
あ
る
。
先
に
京
屋
と
久
留
米
藩

の
事
例
を
示
し
た
よ
う
に
、
請
負
人
の
中

に
特
定
の
藩
に
月
々
の
調
達
金
を
上
納
し
、

藩
の
払
米
を
一
手
に
引
き
受
け
、
他
の
請

負
人
の
買
替
米
調
達
に
支
障
を
来
す
者
も

存
在
し
て
い
た
。
日
田
の
掛
屋
商
人
は
公

金
の
取
り
扱
い
や
高
利
貸
を
行
い
、
ま
た

各
藩
の
御
用
達
を
務
め
る
な
ど
、
諸
藩
と
の
関
係
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
掛
屋
の
一
部
が
務
め
て

い
た
買
替
米
請
負
人
と
特
定
の
藩
と
の
結
び
つ
き
は
買
替
米
請
負
の
側
面
を
独
立
さ
せ
る
の
で
は
な

く
日
田
商
人
と
藩
と
の
経
済
的
関
係
の
一
部
と
し
て
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
地
方
金
融
市
場
と
し
て
の
日
田
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
九
州
地
方
の
米

穀
流
通
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

８―６

【第二図】買替納図

日田役所 買替米の流れ（①～順序）

日田会所 年貢米の流れ（（１）～順序）

（１）年貢米割付 銀（金）の動き

①買替石数割付 その他

日田郡 ⑥日田役所より買替米請取確約交渉

② 買替米請負人 藩 久留米藩

（２）年貢米 代米（「　　劣米」）納入 千原 山田 ④買替米購入 福岡藩

草野 森 預置 熊本藩 対馬藩
玖珠郡

村 ③換金 ⑦附出･請取

村

村

村

⑤請取確約についての役所への申出

⑧買替米納入

蔵所

（２）年貢米納入

長崎



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

註

（
１
）　

藤
野
保
「
九
州
に
お
け
る
幕
藩
領
主
支
配
の
特
質―

統
一
権
力
の
九
州
支
配
と
対
応―

」（
一
）（
『
九
州
文
化

史
研
究
所
紀
要
』
第
十
六
号
、
一
九
七
一
年
）。
同
「
九
州
に
お
け
る
幕
藩
領
主
支
配
の
特
質―

統
一
権
力
の
九

州
支
配
と
対
応―
」（
二
）（
『
史
淵
』
第
一
〇
七
輯
、
一
九
七
二
年
）。
同
「
幕
藩
制
転
換
期
に
お
け
る
九
州
天

領―

田
沼
期
幕
政
と
の
関
連
を
通
じ
て―

」（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
十
八
号
、
一
九
七
三
年
）。

（
2
）　

年
貢
は
豊
後
国
内
で
は
一
般
に
田
方
は
米
納
、
畑
方
は
大
豆
納
で
後
に
石
代
納
、
六
尺
給
や
御
伝
馬
宿
入
用

は
米
納
で
あ
っ
た
。
日
田
郡
の
津
江
筋
八
村
は
す
べ
て
銀
納
（
六
尺
給
も
銀
納
）、
大
山
筋
六
村
は
本
年
貢
三
分

の
一
が
銀
納
、
玖
珠
郡
の
年
貢
は
田
方
が
米
納
、
畑
方
は
石
代
銀
納
で
あ
っ
た
。

（
3
）　

日
田
郡
渡
里
村
、
藤
山
村
、
林
村
、
台
村
、
羽
野
村
の
年
貢
皆
済
目
録
に
よ
る
。（
『
豊
後
国
日
田
郡
渡
里
村

明
細
帳
』（
日
田
郷
土
史
料
）、
及
び
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
史
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
（
以
下
、

九
州
文
化
史
研
究
所
と
記
す
）
所
蔵
、
財
津
家
文
書
。）

（
４
）　

森
永
種
夫
『
幕
末
の
長
崎―

長
崎
代
官
の
記
録―

』
岩
波
新
書
、
一
九
六
六
年
。
中
野
等
「
幕
府
年
貢
米
の

長
崎
廻
送
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
丸
山
雍
成
『
幕
藩
制
下
の
政
治
と
社
会
』
文
献
出
版
、
一
九
八
三
年
）。
飯
島

千
秋
「
江
戸
幕
府
の
米
蔵
」（
一
）・（
二
）（
『
横
浜
商
大
論
集
』
第
三
四
巻
一
号
・
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
小

山
幸
伸
「
近
世
長
崎
の
米
穀
供
給
体
制
と
社
会
慣
行
」（
『
経
済
文
化
研
究
所
紀
要
』〈
敬
愛
大
学
〉
第
十
一
号
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
５
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅱ
、
大
分
県
、
一
九
八
五
年
、
四
九
五―

四
九
六
頁
。

（
６
）　

杉
本
勲
編
『
九
州
天
領
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
。
楠
本
美
智
子
「
日
田
・
千
原
家
の
経
営
と

そ
の
推
移
」（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
八
〇
年
、
ａ
論
文
）、
同
「
小
倉
藩
の
産
物
会
所

と
日
田
金
」（
『
史
淵
』
第
一
二
〇
輯
、
一
九
八
三
年
、
ｂ
論
文
）、
同
「
藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
」（
『
史

淵
』
第
一
二
一
輯
、
一
九
八
四
年
、
ｃ
論
文
）
、
同
『
近
世
の
地
方
金
融
と
社
会
構
造
』
九
州
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
。

（
７
）　

中
野
前
掲
論
文
。
勝
目
忍
「
近
世
に
お
け
る
日
田
・
玖
珠
川
の
舟
運
」（
『
人
文
地
理
』
第
十
一
巻
四
号
、

一
九
五
九
年
）、
川
名
登
「
筑
後
川
上
流
日
田
川
・
玖
珠
川
通
船
と
川
船
」（
『
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
研
究

紀
要
』
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
穴
井
幸
雄
「
日
田
、
玖
珠
両
郡
（
天
領
）
長
崎
廻
米
と
、
筑
後
川
水
系
船
運

の
考
察
」（
天
瀬
町
教
育
委
員
会
『
史
料
に
学
ぶ
天
瀬
の
歴
史
』
天
瀬
町
歴
史
研
究
会
、
二
〇
〇
四
年
）

（
８
）　

杉
本
前
掲
書
。

（
９
）　

「
金
井
八
郎
翁
備
考
録
」
第
六
・
御
米
蔵
（
十
九―

一―

一―

六―

三
及
び
十
九―

三
四―

六
、
長
崎
歴
史
文

化
博
物
館
所
蔵
）。
第
八
下
・
雑
載
（
三
一
六―

一
九―

一
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
）
に
よ
る
と
文
久
二

年
以
降
に
越
前
・
備
中
・
河
内
米
が
合
計
約
三
千
五
百
石
が
廻
漕
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
10
）　

「
金
井
八
郎
翁
備
考
録
」
第
六
・
御
米
蔵
。

（
11
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅳ
、
大
分
県
、
一
九
九
〇
年
、
三
一
七
頁
。

（
12
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
編
Ⅱ
、
Ⅲ
、
大
分
県
、
一
九
八
五―

八
年
、
四
六
九
頁
。

（
13
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅱ
、
四
九
五―

六
頁
。

（
14
）　

「
乍
恐
以
口
上
書
御
内
々
奉
申
上
候
」（
千
原
家
文
書
七
〇
六
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
15
）　

彼
ら
は
「
買
替
米
引
受
人
」、「
買
替
納
受
負
方
」、「
買
替
米
引
請
（
受
）
人
」、「
買
替
米
請
負
人
」
な
ど
記
さ

れ
る
が
、
以
下
「
買
替
米
請
負
人
」
と
記
す
。

（
16
）　

「
御
米
方
・
寺
社
方
辰
御
用
留
」
天
明
四
年
（
一
一―

二―

一
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
）。
こ
の
史
料

に
よ
る
と
長
崎
廻
米
四
千
石
の
内
、
三
三
八
〇
石
（
筑
前
米
八
八
四
石
八
斗
九
升
七
合
、
肥
前
米
二
四
九
五
石

一
斗
三
合
）
が
買
い
替
え
ら
れ
た
。『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書　

御
用
触
写
帳
』
第
五
巻
、
本
渡
市
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
八
頁
に
は
嘉
永
三
年
の
買
い
替
え
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
買
替
米
に
よ
る

納
入
は
長
崎
や
江
戸
・
大
坂
だ
け
で
な
く
、
松
前
藩
へ
の
羽
州
幕
領
米
な
ど
他
の
地
域
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た

（
渡
辺
信
「
南
羽
と
蝦
夷
地
」〈
『
北
か
ら
の
日
本
史
』
第
二
集
、
一
九
九
〇
年
〉
）。

（
17
）　

「
金
井
八
郎
翁
備
考
録
」
第
六
、
御
米
蔵
。

（
18
）　

『
御
用
・
町
用
諸
記　

豆
田
町
』
日
田
郷
土
史
料
、
大
分
県
日
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
、
三
頁
。）

安
政
四
年
五
月
、
怡
土
・
宇
佐
・
日
田
郡
、
隈
・
豆
田
町
惣
代
か
ら
年
貢
米
買
替
納
等
に
関
し
て
日
田
御
役
所

へ
提
出
さ
れ
た
願
書
。

（
19
）　

「
豊
後
国
長
崎
御
廻
米
ニ
買
付
候
米
願
有
馬
玄
蕃
次
第
難
渋
申
立
不
相
渡
候
ニ
付
尚
又
御
達
之
儀
申
上
候
書

上
」（
石
本
家
文
書
一
九
九
七
五―

三
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
20
）　

『
辰
四
月
申
送
書
』
三
〇
九―

一
〇
頁
。

（
21
）　

『
辰
四
月
申
送
書
』
三
〇
九―

一
〇
頁
。
文
意
を
考
え
る
と
、「
精
米
不
相
揃
」
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
が
、
原

本
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
22
）　

『
辰
四
月
申
送
書
』
三
一
〇
頁
。

（
23
）　

寺
内
村
は
日
田
盆
地
の
南
部
、
筑
後
川
の
左
岸
に
位
置
し
、
同
年
の
村
高
は
一
七
一
石
余
、
人
口
二
〇
五
人

の
規
模
で
あ
っ
た
。（
『
大
分
県
』〈
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
四
四
〉、
角
川
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
五
五
四
頁
。『
御

廻
状
留
』
二
、
日
田
郷
土
史
料
、
大
分
県
日
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
、
八
四
頁
。）

（
24
）　

『
御
廻
状
留
』
二
、八
五
頁
。

（
25
）　

同
年
の
増
米
は
買
替
米
一
石
に
付
、
八
升
か
ら
一
斗
一
升
ま
で
納
入
時
期
を
四
つ
に
区
切
っ
て
設
定
さ
れ
た
。

（
『
御
廻
状
留
』
二
、八
五―

六
頁
。）

（
26
）　

『
御
廻
状
留
』
二
、二
五
頁
。

（
27
）　

『
御
廻
状
留
』
二
、八
七
頁
。

（
28
）　

『
御
廻
状
留
』
三
、
日
田
郷
土
史
料
、
大
分
県
日
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
六
年
、
四
六
頁
。

（
29
）　

『
御
廻
状
留
』
三
、八
〇
頁
。

（
30
）　

『
御
廻
状
留
』
二
、八
九
頁
。

８―７



矢
田　

豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米

（
31
）　

『
御
廻
状
留
』
二
、八
八―

九
頁
。

（
32
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅲ
、
四
六
七―

九
頁
。

（
33
）　

註
（
3
）
に
同
じ
。

（
34
）　

「
覚
」（
財
津
家
文
書
八
三
〇
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
35
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅱ
、
四
九
五―

六
頁
。

（
36
）　

『
辰
四
月
申
送
書
』
三
一
三
頁
。『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅱ
、
四
九
五―

六
頁
。

（
37
）　

「
差
入
申
請
書
証
文
之
事
」（
千
原
家
文
書
六
九
二
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
38
）　

楠
本
前
掲
書
（
註
（
６
）
に
同
じ
）。

（
39
）　

楠
本
前
掲
ａ
論
文
。
広
瀬
家
は
広
瀬
久
兵
衛
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
本
城
村
の
買
替
納
に
関
与
し
て

い
る
。（
「
覚
」
山
田
家
文
書
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
記
録
史
料
調
査
事
業
史
料
画
像
）。

（
40
）　

杉
本
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。

（
41
）　

江
戸
廻
米
で
は
村
々
は
銀
を
割
り
付
け
ら
れ
、
買
替
米
請
負
人
に
支
払
っ
て
い
る
（
「
差
出
申
一
札
之
事
」
千

原
家
文
書
一
〇
三
二
五
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。
ま
た
、
長
崎
廻
米
で
も
代
銀
を
割
り
付
け
ら
れ
た
村
も

存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
「
御
用
状
留
」
嘉
永
二
年
、
森
家
文
書
三
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
所
蔵
）。

（
42
）　

『
御
用
・
町
用
諸
記　

豆
田
町
』
三―

四
頁
。

（
43
）　

川
名
前
掲
論
文
。

（
44
）　

「
長
崎
御
奉
行
所
江
書
上
候
仕
訳
書
写
」（
石
本
家
文
書
一
九
九
七
五―
四
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
。）
こ

の
史
料
の
作
成
者
は
不
明
。
包
紙
で
一
括
に
さ
れ
て
い
る
石
本
家
文
書
一
九
九
七
五
（
一
番
か
ら
八
番
の
枝
番
）

の
史
料
の
大
半
が
高
木
作
右
衛
門
が
作
成
し
、
内
容
も
買
替
米
関
係
で
あ
り
、
長
崎
代
官
高
木
作
右
衛
門
か
ら

長
崎
奉
行
へ
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。）

（
45
）　

『
大
分
県
史
』
近
世
篇
Ⅲ
、
四
六
九
頁
。

（
46
）　

「
日
記
」
嘉
永
七
年
（
千
原
家
文
書
一
二
五
三
七
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
47
）　

中
野
前
掲
論
文
。

（
48
）　

「
日
記
」
嘉
永
五
年
（
千
原
家
文
書
一
二
五
四
二
、九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
49
）　

「
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The Supply of Rice from Hita and Kusu district to Nagasaki in Edo Period

YADA  Junko

abstract

The purpose of this paper is to study the supply of rice to Nagasaki in Edo period, especially 18th-

19th century, by focusing on the system called ‘Kaikae-osame’, which was done in Hita and Kusu 

district in Bungo Country known as the biggest Shogunal place in Kyushu area. ‘Kaikae-osame' is 

the system of replacement some rice with other rice when people in both district supplied rice to Edo, 

Osaka and Nagasaki as tax paying.

The first chapter examines the outline of ‘Kaikae-osame'. In the system, villages needed to furnish 

rice first.  For example, in Terauchi-village people had to furnish rice in two way.  One was as to 

carry to Nagasaki directly, and the other was as to replacement. Second the contractor of ‘Kaikae-

mai' received rice from village, and then they bought other rice in north of Kyushu area, such as the 

Kurume clan, the Kumamoto clan, the Fukuoka clan.

The second chapter shows the system of ‘Kaikae-osame' in detail.  The most of the contractors of 
‘Kaikae-mai' were merchants in Hita distrid.  The system was supported by them. As a result, the 

system of ‘Kaikae-osame' is shown at the schema.  It is clear that through the system the contractor 

of ‘Kaikae-mai'  effected the rice circulation in northern Kyushu area. 

Keywords：the supply of rice to Nagasaki, Hita and Kusu district in Bungo country, Shogunal place 

in Kyushu area, the system of ‘Kaikae-osame', a contractor of ‘Kaikae-mai'
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